
自転車ヘルメットの購入費を
助成します

越前市在住の小学生および中学生の自転車用ヘルメットの購入費用
※令和７年度に自転車用ヘルメット購入助成で助成を受けた児童・生徒は対象外

★大切なお知らせですので、必ずおうちの方に渡してください★

令和８年４月１日以降に購入した自転車用ヘルメット １個につき１，０００円
★ 安全基準 を満たした税込３，０００円以上の新品のものであること

★ 購入したヘルメットを卒業後も使い続けること。
※1 対象者１人につき１回限り（令和７～８年度の期間内において１回）
※2 SGマーク（製品安全協会）等の表示があるもの

①チラシ下部の二次元コードから事前申請をする
②記入した助成券を持って販売店で購入
※詳細は下の『助成券の使い方』を参照ください。
※４月１日以降、申請期間開始前にヘルメットを市内の協力販売店で購入された方は、
以下問合先または販売店までお問い合わせください。

越前市総務部防災危機管理課
(TEL:０７７８－２２－３０８１)

越前市自転車用ヘルメット購入助成券 兼 委任状（裏面）

★★助成券の使い方★★

②裏面の助成券（太枠内）を記入し、販売店へお持ちください。

★その場で購入できます。（在庫状況により取り寄せとなる場合があります）

①右の二次元コードを読み取り、事前申請をお願いします。

回答後、受付番号がメールにて自動返送されますので大切に保管ください。

市内の協力販売店（裏面に記載の販売店）

令和５年４月１日道路交通法の改正で自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務化されました。
自転車乗車時の死亡事故のうち、頭部受傷が致命傷となるケースが半数以上を占めています。
大切な命を守るために、自転車に乗るときはいつでもヘルメットをかぶりましょう。

助成対象

助 成 額

購入手順

販 売 店

問 合 先

※1

※2

※出典：内閣府『令和５年交通安全白書』

※

越前市総務部防災危機管理課 TEL:０７７８－２２－３０８１

二次元コードが読み取れない場合、下のURLからアクセスしてください。
https://shinsei.e-fukui.lg.jp/dQWkU7SL

令和８年６月１８日から令和９年３月３１日まで（申請５００件に到達次第終了）申請期間

※助成券の使用は１枚につき１回までです。

※要件を満たさないと判明した場合、助成額分を返還請求する場合があります。

※この助成制度で提供された個人情報は、「越前市個人情報の保護に関する
法律施行条例」等に基づき、越前市及び協力販売店において適正に管理し、
当事業以外には使用することはありません。

キリトリ線
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越前市自転車用ヘルメット購入助成協力販売店一覧（順不同）

電話番号住所店舗名

２７－１３０１清水頭町１－３－７横越谷自転車店

２２－３８０２平和町１２－１５上嶋自転車店

２２－１９１６深草二丁目１－４北村商会

２２－１５８５本町９－１５鈴木自転車店

２２－１５９２京町一丁目５－３２タマヤサイクルショップ

４２－１３７９粟田部町３４－１３－５加藤自転車店（粟田部町）

４２－０３７３野岡町１０－１－１１サイクルセンター米沢

４２－６００３瓜生町２８－２２－１バルバワークス

２４－２６７１国高一丁目５－１加藤自転車店（国高一丁目）

２５－７７６６畑町５－１８ホームセンターみつわ 武生店

０５７０－０９０―８１１横市町２４－１４－１ドン・キホーテ 越前武生インター店

２３－４１７１新町５－１ＤＣＭ 武生店

２１－３５５６稲寄町２４－１２コメリパワー 武生店

２２－１１５０高木町３７－１－１ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ 越前店

２２－４８８５京町二丁目１－５スクールショップいけだや
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越前市自転車用ヘルメット購入助成券兼委任状

申請者記入欄 協力販売店記入欄

No.

お問い合わせ先
越前市 総務部 防災危機管理課 ０７７８－２２－３０８１

【助成要件】
① 越前市内に住所を有する小学生又は中学生
②３，０００円以上の新品のヘルメットを購入するもの（１人１回限り）

令和 年 月 日申請日

（ふりがな）
児童・生徒氏名

（ふりがな）

保護者氏名

越前市住所

小学校・中学校 年 組学校名

事前申請受付番号
（メールに記載されている番号）

販売日:令和 年 月 日

販売金額 円(税込)

この商品は安全基準を
満たしています。

□

様式第１号（第６条関係）

越前市自転車用ヘルメット購入助成要綱第１１条の規定に基づき、越前市自転車用ヘルメット購入助成金の請求及び実績報告並
びに助成金の受領に係る手続を以下の協力販売店に委任します。

越前市長 殿

店名
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